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既
に
議
論
の
出
壷
く
し
た
観
の
あ
る
こ
の
問
題
で
今
ま
で
意
外
に
粗
略
に
論

じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
の
は
、
漢
代
の
人
事
制
度
と
の
関
係
で
あ
る
。
従

来
、
後
漢
以
来
の
制
度
を
十
分
に
認
識
せ
ぬ
ま
ま
に
、
と
も
す
れ
ば
九
品
官
人

法
成
立
の
劃
期
性
の
み
が
論
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

漢
代
の
人
事
制
度
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
一
因
は
、
従
来

の
研
究
が
専
ら
察
翠
制
度
に
集
中
し
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
更
に
そ
の
理
由

を
尋
ね
れ
ば
、
そ
れ
は
第
一
に
は
史
料
上
の
限
界
、
第
こ
に
は
研
究
の
関
心
が

特
に
官
僚
の
出
身
の
部
分
に
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

第
二
の
要
因
は
、
成
立
初
期
の
九
品
官
人
法
の
性
格
の
理
解
に
も
一
定
の
バ
イ

ア
ス
を
か
け
て
き
た
。
即
ち
郷
品
と
起
家
の
制
に
多
く
の
研
究
者
の
関
心
が
集

中
し
、
宮
崎
市
定
氏
以
後
そ
の
官
僚
人
事
の
制
度
と
し
て
の
側
面
に
注
目
さ
れ

る
こ
と
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
出
土
史
料
の
増
加
も
手
掛
聞
い

漢
代
人
事
制
度
の
研
究
の
進
展
し
つ
つ
あ
る
今
日
、
我
々
は
改
め
て
漢
代
の
制

度
と
後
代
の
そ
れ
と
の
逮
捕
明
、
断
紹
南
面
を
把
撮
し
直
し
た
上
で
、
九
品
官
人

法
の
成
立
の
意
義
を
評
債
す
る
必
要
が
あ
る
。

報
告
者
は
先
に
後
漢
に
お
け
る
「
選
翠
」
の
内
寅
を
検
討
し
、
後
漢
後
期
に

は
後
代
の
よ
う
な
向
書
に
よ
る
鐙
濯
の
鐙
制
が
既
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
後
漢
以
来
の
尚
書
に
よ
る
鐙
還
の
制
度
の
存
在
、
そ

れ
以
後
の
時
代
と
の
連
績
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
九
品
官
制
の
成
立
と

中
正
の
創
設
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

西
菅
貴
族
制
の
性
格
に
関
す
る
一
考
察

|
|
正
沈

『緯
時
論
』
を
手
掛
り
に
|
|市高

啓

原

郎

西
亙
日
の
王
沈
が
著
し
た

『簿
時
論
』
は
、
爾
漢
か
ら
裂
E

日
に
か
け
て
流
行
し

た
設
論
と
い
う
文
皐
ジ
ャ

ン
ル
の
系
譜
か
ら
の
影
響
が
色
濃
い
、
制
到
話
形
式
の

出
慮
論
で
あ
り
、
魯
褒
の

『
銭
紳
論
』

と
並
ん
で
時
弊
を
指
甥
す
る
警
世
の
書

と
し
て
知
ら
れ
、
そ
れ
放
に
貌
耳
目
時
代
の
貴
族
制
の
性
格
、
さ
ら
に
は
六
朝
貴

族
制
の
本
質
を
さ
ぐ
る
た
め
の
格
好
の
素
材
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
担
梓
時
論
』
は
、
「
公
門
有
公、

卿
門
有
卿
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
出
自
が

貴
賎
の
身
分
を
決
定
し
、
そ
の
結
果
、
多
く
の
人
土
が

「奔
集
勢
門
、
求
官
買

職
」
と
狂
奔
す
る
、
と
矛
盾
的
に
論
ず
る
。
こ
の
門
問
主
義
の
風
潮
と
磁
官
運

動
の
猶
娠
の
連
動
に
謝
す
る
認
識
は
、
同
じ
く
西
E

日
の
劉
毅
の
九
品
八
損
の
上

疏
の
「
上
品
無
家
門
、
下
回
間
無
勢
族
」
の
一
節
が
結
論
と
な
る
議
論
の
認
識
と

符
合
す
る
の
で
あ
り
、
権
門
勢
家
を
中
心
に
猶
官
運
動
が
繰
り
庚
げ
ら
れ
る
と

い
う
「
熱
」
い
様
相
か
ら
、
西
耳
目
の
貴
族
制
が
過
渡
的
な
段
階
に
あ
る
こ
と
を

示
す
。門

閥
主
義
と
猶
官
運
動
の
因
果
関
係
の
矛
盾
を
解
く
鍵
は
、
『
圃
押
時
論
』
中

の
雨
者
を
結
ぶ
位
置
に
、
「
空
齢
者
以
紘
噌
震
雅
量
」
以
下
、
執
劫
に
「
虚

審
」
の
評
語
が
列
翠
さ
れ
て
い
る
副
知
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
寒
素
」
で
あ
る
著
者
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